
  
  

 
  日本大学研究不正行為防止宣言 

   
      
      
  日本大学は，「日本大学研究倫理ガイドライン（平成１９年３月６日 

  制定）」に定める行動規範の遵守のため，次の事項を宣言します。 

  
 
  １ 日本大学は，研究不正行為を許しません。 
  
  １ 日本大学は，研究不正行為に加担する行為を許しません。 
  
  １ 日本大学は，研究不正行為の教唆を許しません。 
  
  １ 日本大学は，研究不正行為に関わったものに対し，厳重な 
       処分を科します。 
  
 
      本大学の研究者は，学術研究の自律性が社会からの信頼と負託 

   の上に成り立つことを自覚し，常に良心と信念にしたがって，自らの 

   責任で行動しなければならないという研究者としての倫理に関する 

   基本的考え方を礎として，研究活動を実践していきます。（日本大学 

   研究倫理ガイドライン（抜粋）） 
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